
   鹿児島国際大学物品購入等契約に係る取引停止等の取扱い  

平成 19年 10月 24日 制定  

この取扱いは，鹿児島国際大学（以下「本学」という。）における公的研究費の運営及び管

理に関する取扱い規程（以下「取扱い規程」という。）の第 10条に規定する不正な取引

に関与した業者への取引停止等の措置について定めたものである。  

 (取引停止の措置)  

第 1条 取扱い規程第 3条に規定する最高管理責任者は，建設工事を除く物品の購入及び製

造，役務その他の契約（以下｢物品購入等契約｣という。）に関し，本学が発注する物品購

入等契約等の相手方となる可能性を有する者が次に掲げる措置要件のいずれかに該当する

こととなる場合は，一定期間本学との取引及び本学に対する営業活動をさせないことがで

きる。 

 (取引停止の措置基準)  

第 2条  

区 分 措置用件 取引停止期間 

(1)契約違反 

・(1)に掲げる場合のほか，本学発注の物品購入等契約

の履行に当たり、契約に違反し，契約の相手方として不

適当であると認められるとき  

認定をした日から

2週間以上 4か月

以内  

(2)落札決定

後の契約締結

の辞退 

・本学発注の物品購入等契約に係る一般競争契約又は指

名競争契約において，落札の決定後に契約締結の辞退を

したとき  

認定をした日から

2週間以上 4か月

以内  

(3)競争入札

妨害及び談合 

・本学に係る物品購入等契約において，競争入札妨害又

は談合が発覚したとき  

認定をした日から

1か月以上 12か月

以内  

(4)不正行為 

①本学に対し架空請求を行ったとき 

認定をした日から

3か月以上 24か月

以内 

②納入の事実を偽ったとき 

認定をした日から

3か月以上 24か月

以内 

③本学の許可を得ないで，物品の貸付，試供品の提供，

その他業者の将来的な営利を目的として営業活動を行っ

たとき  

認定をした日から

1か月以上 12か月

以内 

④提出書類に意図的な虚偽があったとき 

認定をした日から

2か月以上 18か月

以内 

⑤その他本学が不正と認めた場合 
不正の内容により

決定 

(5)不誠実行

為 
・本学に対し不誠実な行為を働いたとき 

認定をした日から

1か月以上 9か月

以内 

(6)贈賄 

①本学の職員に対し，贈賄が発覚したとき 

認定をした日から

2か月以上 12か月

以内 

②本学以外の公的機関の職員等に対して行った贈賄が発

覚したとき  

認定をした日から

1か月以上 9か月

以内 



(7)その他 
①業者が取引停止期間中であるにもかかわらず，本学に

おいて営業行為を行ったとき  

取引停止期間修了

日から 1か月以上

9か月以内 

②本学以外の公的機関において取引停止の措置が行われ

たとき  

社会的影響度等を

考慮し決定 

③前各号に掲げる場合のほか，特別の事由により本学発

注の物品購入等契約の相手方として不適当であると認め

られるとき  

内容により決定 

 (取引停止の通知)  

第 3条 業者が「2．取引停止の措置基準」に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は，

総合企画室は研究教育開発センターと連携を図り，直ちに事実関係の概要，措置の内容そ

の他必要事項を学長に報告する。 

取引を停止するときは，学長名で当該業者に通知する。  

 (取引停止の特例)  

第 4条 (1) 一の事案により 2以上の措置要件に該当するときは，取引停止期間が最長のも

のを適用する。 

(2) 取引停止の期間中又は当該期間の終了後 3年を経過するまでの間に，措置要件に該

当することとなった場合における取引停止の期間は，2倍にする。 

(3) 取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなった場

合は，当該業者について取引停止を解除する。 

(4) 取引停止の期間中の業者であっても，当該業者からでなければ給付を受けることが

できない等の特別の事情があると認められる場合は，当該事案に限り取引の相手方とする

ことができるものとする。 

(5) 取引業者が，過去の不正取引について，機関に自己申告した場合は，情状を考慮し，

取引停止期間の減免を行うことがある。  

 (指名等の取消し)  

第 5条 (1) 取引停止された業者について，現に，競争入札の指名を行い，又は見積書の提

出を依頼している場合は，当該指名等を取り消す。 

(2) 既に入札書又は見積書（以下「入札書等」という。）が提出され開札等に至ってい

ない場合は，入札書等の受理を取り消す。  

 (取引停止期間中の下請等)  

第 6条 取引停止の期間中の業者は，本学発注の物品購入等契約の全部又は一部を下請させ

ない。  

 (その他)  

第 7条 この取扱いに必要な事項は，学長が定める。 

 

 

  附 則  

 この取扱いは，平成 19年 10月 24日から施行する。 

 

  附 則  

 この取扱いは，平成 26年 4月 1日から施行する。 

 

  附 則  

 この取り扱いは，平成 27年 3月 19日から施行する。 

 


